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  １ 開  会 

●事務局（都市計画課長） 定刻を２分ほど過ぎておりますけれども、４名の方がおそろ

いになりましたので、開始したいと思います。 

 本日は、お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいまから、札幌市都市計画審議会第５回土地利用計画検討部会を開催させていただ

きます。 

 私は、４月１日付の人事異動によりまして都市計画課長に着任いたしました米田と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、お手元の資料のご確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に、配布資料１「会議次第」、配布資料２「委員名簿」、その裏に「座席表」、

また、議事にかかわる資料といたしまして、一つしかございませんが、資料１、別添資料

１及び別添資料２がございます。お手元をご確認いただけますでしょうか。 

 

  ２ 連絡事項 

●事務局（都市計画課長） 次に、連絡事項でございますが、吉田委員につきましては１

時間ほど遅参するというご連絡をいただいております。 

 それでは、小林部会長に議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

  ３ 議  事 

●小林部会長 それでは、朝早く恐縮でございますけれども、お手元の資料をもとにしな

がら、ほぼこれまでの整理と確認だと思いますが、進めていきたいと思います。 

 最初に、関係諸団体の意見というところからご説明をお願いします。 

●事務局（都市計画課長） それでは、お手元の資料１をご説明させていただきたいと思

います。 

 前回、１月２５日に開催いたしました第４回部会におきましては、それまでの部会での

ご議論を踏まえて、市街地内を都心、高度利用住宅地、一般住宅地、郊外住宅地の四つの

エリアに分けまして、それぞれの地域について土地利用の指針案を３段構えで整理したと

ころでございます。３段構えの１段目といたしまして、今後も取組を継続し、推進してい

くことでございます。この部分は、都市計画マスタープランに基づき、これまでも土地利

用の方針として位置づけている事項でございまして、今後もそれを継続していくべき方向

性でございます。２段目といたしましては、土地利用計画により新たに取り組んでいくこ

とでございます。この部分は、今日的課題や動向に対応していくために、土地利用計画と

しては今後新たに取り組んでいくべき方向性を打ち出しています。３段目といたしまして、

他施策と連携して取り組んでいくことでございます。都市計画部局と他部局が連携しなが

ら総合施策として取り組んでいくべき方向性を示しております。一方で、ステークホルダ

ー、いわゆる利害関係者でございますが、それを共有するプロセスの重要性についても各
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委員からご意見をいただきました。 

 そこで、ここまでまとめました土地利用の指針案に対しまして、前回部会以降、幾つか

の関係団体との意見交換を実施してきたところでございます。本日は、その際にご出席の

方々からいただきましたご意見等の内容と、そのご意見を踏まえて一部修正いたしました

土地利用のあり方についてご説明させていただきたいと存じます。 

このたび意見交換を行いました関係団体先につきましては、この土地利用の指針案に基

づきまして、現在、本市が想定しております用途地域等の具体的な見直しテーマに対して、

その影響が大きいと思われる業界団体や地元団体などを対象といたしました。まず、住宅

不動産関係に関しましては、札幌商工会議所を窓口といたしまして、同会議所内の構成部

会の一つであります住宅・不動産部会におきまして加盟企業の方々と意見交換を行いまし

た。また、都心部に関しては、都心部６商店街等の役員及び地元町内会の役員の方々と意

見交換を行いました。商業者に関しましては、市内の商店街が加盟している連合会のほか、

主にスーパーマーケットが加盟している幾つかの業界団体を窓口に意見交換を行いました。

これに加えまして、コンビニ、ドラッグストア、社会福祉施設、医療機関等の生活利便施

設を展開する事業者に対しまして、個別ヒアリングではなく施設立地の意向等に関するア

ンケートという形で調査を行いました。 

別添資料１は、これら関係団体との意見交換に使用した説明資料でございます。 

この資料の構成といたしましては、これまでの部会資料のダイジェスト版のような内容

となっております。上位計画の位置づけ、前回用途見直しの概要、現状・課題の整理等を

記載した上で、４エリア別に課題整理と土地利用の方向性を示しております。最終ページ

には、土地利用の方向性の案を受けて、今回、土地利用として具体的に見直していこうと

考えている三つのテーマを示しております。 

別添資料２でございますが、コンビニ等へのアンケート調査の実施概要についてでござ

います。 

大規模小売店舗立地法の届け出対象となる事業所を展開している商業者２０社、コンビ

ニ等事業者５社、市内の社会福祉法人、病院、保育園等を展開している団体３１５団体、

合計３４０団体に対してアンケート票を送付し、うち４３．２％に当たります１４７団体

から回答を受理しております。 

それでは、資料本編についてご説明いたします。 

Ａ３判横の資料の表紙をめくっていただきまして、１．関係団体の意見等について（要

旨）としておりますが、そちらの方をご説明いたします。 

１ページでございますが、商業関係者からいただいた意見を取りまとめたものでござい

ます。 

 そのうち、①は、札幌市商店街振興組合連合会からの主な意見でございます。 

 なお、１ページ、２ページで青のひし形がありますけれども、それは本市の考え方に対

して賛成的なご意見、反対に、反対的なご意見については赤いひし形、どちらでもないも
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のは無色のひし形を付しております。また、今回、特徴的に感じた意見にアンダーライン

を引かせていただいております。 

 まずは、商店街の取り組みと現状に関することについてでございますが、商店街はその

地域に根差したものでございまして、その地域がよくならないと商店街もよくならないと

いう意見が強く、したがいまして、各商店街では、地域のイベント等にも積極的に参加し、

地域を盛り上げようと取り組んでいるとのことでございます。また、空き店舗の問題は、

商店街においても課題であり、いろいろ取り組んでいるようですけれども、逆に生活利便

施設の立地が緩和されると商店街の空き店舗対策に支障が出るのではないかという懸念も

あるとのことでございました。 

 次に、大規模集客施設と商店街等との関係についてでございますが、大規模小売店舗立

地法になってからは大型店と商店街の調整機能がなくなったため、大型店と商店街や地域

との関係は薄くなってしまったとのことでございました。また、質の高い市街地形成の上

で商店街の振興という意味では、土地利用施策だけではなく、経済部局による支援策との

連携などが必要であるというようなご意見がございました。 

 次に、②は、スーパーマーケット事業者からの主な意見でございます。 

 市内にチェーン展開している幾つかの業界にお伺いいたしましたが、それぞれの出店戦

略、経営戦略はまちまちな感がございました。統一的な意見としてまとめられたものでは

ございませんけれども、特徴的な意見を幾つか記載させていただきました。 

今後の出店戦略に関しましては、店舗面積１，５００から２，０００㎡くらいの店舗が

１．５kmくらいの間隔で立地するようなイメージが理想とのご意見です。一方で、人口が

増加している都心部周辺の住宅地では、１，０００㎡未満の小型店の展開も考えていると

のご意見です。また、商圏の設定としては、徒歩、自転車で来店できる５００から１kmの

範囲と考えているとのご意見です。また、スーパーマーケットにドラッグストアも併設し

て、従前より店舗面積の大きい複合店を出店していきたいというご意見です。駅前などは

地価が高いので採算が厳しい面もあるが、地下鉄直結であれば出店の可能性は十分にある

とのご意見もございました。一方で、人口減少と高齢化が進む郊外住宅地のようなところ

でも、土地利用規制が緩和されればビジネスチャンスとなることも考えられるという意見

も寄せられました。ただし、どんな立地でも駐車場は当然に必要であり、特に主婦層の運

転者への使いやすさを考えると平面駐車場の設置が必須であるとのことでございました。

これは、どの業者も共通のご意見でございました。お年寄りの購買パターンに関しまして

は、週末にまとめ買いするタイプと毎日買い物に来られるパターンがあるとのことでした。 

また、近年増えつつある宅配事業に関しましては、その利用者層は高齢者のほかに子育

て中の主婦も多いとのことでございました。利用者数は増えてきておりまして、できれば

店舗で買い物したいけれども、それぞれの事情によりこういったものを利用されている方

もいるようでございます。各業者の経営戦略の違いとも思われますが、宅配事業の今後の

展開については明暗双方のご意見がございました。 
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次に、スーパーマーケット側から見た大規模商業施設に対する認識についてですが、既

に飽和状態で今後の出店は少ないと見るご意見がありました。ただし、家電や家具などの

大型専門店に関しては、今後も郊外部への進出はあるのではないかという予測もありまし

た。大規模店の都心部への進出は、地価が高いので難しいのではないかというご意見がご

ざいました。 

続きまして、③は、商業者に対するアンケート調査からの抜粋でございます。 

図１の円グラフは、スーパーマーケット業者に対する施設の立地の考え方に係るアンケ

ート結果ですが、約８割の業者がこれまでとは異なる立地戦略が重要と考えており、その

大半が既存施設の移転も視野に入れて検討していることがわかりました。 

図２の帯グラフは、業態別の施設立地条件に係るアンケート結果でございます。また、

図３のグラフは、ショッピングセンター、総合スーパー、食品スーパーが拠点、高度利用

住宅地に立地する際に有益と考える事項についてのアンケート結果でございます。 

各業態あるいは各事業者により出店戦略はさまざまのようですが、全体的な傾向としま

して、人口増加にある都心部やその周辺、地下鉄駅周辺等に対しての立地意欲は強いもの

と思われます。さらに、それら地域への出店に際しては、医療施設や保育所、託児所など

と複合化、集会所やコミュニティ施設の併設が有益であると考える事業者が多く見られま

す。また、食品スーパーやドラッグストアでは、郊外の高齢者が多い古い住宅地に対して

も立地意欲が示されております。 

次に、２ページの（２）でございますけれども、これは医療・社会福祉関係施設へのア

ンケート結果でございます。 

図１の円グラフは、医療法人、社会福祉法人に対する施設の立地の考え方に係るアンケ

ート結果でございます。これらの業態では、既存施設の強化の方を重要と考えている傾向

が見られます。その一方で、新たな立地戦略を検討している団体も４割ほどございました。 

図２の帯グラフでございますが、業態別の施設立地条件に係るアンケート結果でござい

ます。病院、保育所、診療所は、拠点や地下鉄駅周辺への立地ニーズが高い一方で、高齢

者向けの施設に関しては郊外立地のニーズが強いという傾向となっております。 

また、図３のグラフは、拠点や地下鉄駅周辺における施設計画の意向についてのアンケ

ート結果でございます。医療施設、社会福祉施設同士で、あるいは、他の用途と複合化す

ることにより、利便性が高まることが有益であると考えている団体が多い結果となってお

ります。 

右側の（３）は、住宅・不動産業者関係及び都心商業者からいただいたご意見でござい

ます。 

うち、①は、商工会議所の住宅・不動産部会での主な意見でございます。 

検討の方向性の全体的なことに関しましては、現在の土地利用の方向性を示した段階で

はなく、具体的に制限が変わる範囲や対象が重要であるというようなご指摘をいただきま

した。都心部に関しましては、容積率を緩和して投資意欲を引き出すべきというご意見も
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ございました。また、公共交通の利便性の高い場所という位置づけに関しましては、地下

鉄だけではなく、ＪＲやバスなどの公共交通機関に対しても幅広く捉えるべきであるとい

うご意見、高さ制限に関しましては、山並み眺望を守るということは理解できるけれども、

全市一律的な制限には問題があるというご指摘がありました。また、高さ制限によって、

むしろ建ぺい率が大きくなり、緑地や駐車場の確保が困難になり、環境が悪化するのでは

ないかというご意見、郊外住宅地の中で一定程度の利便施設等を許容していくことは、そ

こをコミュニティの核とすることもできるとのご意見、そして、大規模店舗に関しまして

は、身近な利便機能の確保のために大規模店舗を制限することは再考が必要であるという

ご意見も受けております。 

②に関しましては、都心商業者及び都心町内会からの主な意見でございます。 

 都心居住に関しまして、見直しテーマとして説明した低層階のにぎわい用途の誘導に関

しては一定のご理解をいただいたものと思われます。また、都心東部での取組だけではな

く、西側の地区に対しても重要視すべきとのご意見もございました。都心居住が進み、都

心部に人口が戻ってくること自体は結構だが、郊外と同様の居住環境を求めるところでは

ないのではないかというご意見がございました。また、町内会活動に参加していない方も

多く、地域コミュニティの意識が希薄であるというお話もいただきました。また、特に、

都心部に関しましては、建て替え時期を迎えている建物も多いため、建築更新に関するご

要望も多くありました。そこで、更新意欲を引き出すために容積率をより緩和してほしい、

あるいは税制面の優遇等を求める意見が幾つかありました。 

以上が関係団体との意見交換の概要でございます。 

続きまして、３ページをお開き願います。 

関係団体等からいただきましたご意見を踏まえまして、前回の部会でお示ししました土

地利用のあり方につきまして、さらに記述を加える部分など何点かの修正を行いました。 

なお、これまでは、土地利用の方向性（指針）と表記しておりましが、後々見直しを行

う土地利用計画制度の運用方針と定義が紛らわしいということもございまして、今後は土

地利用のあり方と表記したいと思います。 

続きまして、３ページは、都心部についてのものですが、左上の緑色の欄は、これまで

の審議会、部会、関係団体の主な意見を箇条書きに再掲したものでございます。左下の紫

色の欄は、これまでの資料でお示しした各エリアの現況、動向を再掲したものでございま

す。これらを受けまして、右側の土地利用のあり方についてアンダーラインを引いた部分

を修正させていただきました。具体的な見直しのテーマにつながるキーワードの部分とし

て赤色の表示をしております。 

まず、①ですけれども、都心部での土地利用ルールの活用として、「容積率などの緩和」

という記述を追記いたしております。確認いたしますと、④では、都心居住に関して、「市

民はもとより来訪者もが都市生活の魅力を享受できる環境の維持」、また、赤字の部分で、

「特に商業機能等が連続することが望まれる地区」と「まちなみとの調和」という記述に
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修正いたしました。また、新たに⑥として、「選択性の高い交通体系の形成等、過度に自

動車に依存しない人を中心とした魅力ある都心空間の実現を目指すため、交通等に係る施

策との連携を図る」を加えました。 

４ページでございますが、高度利用住宅地についてでございます。 

右側の枠内の③ですけれども、拠点などの運用に関して、「主要な拠点や公共交通利便

性の高い地区では、後背圏の規模や都市機能の集積状況等の地域特性を踏まえながら」と

「身近な商業・医療・福祉等の生活利便機能の集積、みどりの創出、環境負荷の低減、ま

ちなみ形成などの視点に配慮された」という記述に修正させていただきました。 

５ページの一般住宅地、６ページの郊外住宅地に関しましては、土地利用のあり方の記

述についての修正は行っておりません。 

このように、修正しました土地利用のあり方につきましては、本日の部会でご検討いた

だいた上で、これに基づき、土地利用計画制度の運用方針の修正を進めてまいりたいと考

えております。 

資料の説明は以上でございます。 

●小林部会長 ありがとうございます。 

 ヒアリングの意見と、それに基づいてこれまで議論してきた方針、ここではあり方とい

う使い方に変えましょうというお話がありましたが、それに対して、どういうふうに加え

ていったのか、修正していったのかというご説明がありました。 

 まず、関係諸団体のヒアリングについて、何かご質問や、内容がよくわからない、ある

いは、それについての事務局側の対応がどうだろうかと、そういうことを含めてご質問、

ご意見をいただければと思います。 

●吉田委員 授業があったために、遅れてすみません。 

 聞き取りのところで少し気になるのは、例えば、住宅も含めて大規模店舗の問題につい

ての記述がありますけれども、北海道自体はもともと商店街とか小売の集積が弱いのです

が、いわゆるスーパー以外の小売の人たちの意見がどういうふうに反映されているかとい

うことがもう一つよくわかりませんでした。大規模店舗の問題というものは、非常に長い

経緯があって、皆さんもいろいろご意見もあろうかと思いますが、だれに聞き取られたか、

団体は何だったのかということをもう一度明確にしていただけますか。 

●事務局（計画調整係長） 計画調整係長の高橋です。 

 ちょうど吉田委員が来られる前に、１ページの左側でその説明をしていたところでした。

大規模店舗自身への聞き取りはしておりませんが、その対岸といいますか、商店街という

地域としての商業の立場と、それから、スーパーマーケット業界から見た大規模店舗の捉

え方という意味でそれぞれについてご意見を伺ってまいりました。 

地域の商店街として大規模店舗をどう見るかということに関しましては、①の商店街と

書いてある黒い大きな丸の大型店との関係のところで先ほど課長から説明したところでご

ざいます。商店街側から見ると、従前の旧大店法の時代は床面積等の商業調整という場面
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で、ある意味では功罪も含めて大規模店と商店街との関係の調整機能としてあったという

ことであります。しかし、大店立地法施行以降は面積調整のような概念がなくなってしま

ったので、大規模店舗の出退店に関して地域との関係が非常に希薄になったというような

印象を持っているようでした。また、大規模店舗が出店することによって、地域の商店街

では空き店舗が増えて衰退するというようなこれまでの現状を実感として聞き取ることが

できました。 

それから、スーパーマーケットの方は、札幌市内でチェーン展開をしている概ね三つぐ

らいの系列になりますが、それぞれ聞いてまいりました。それぞれ出店戦略、経営戦略が

全く異なりまして、総じて言えることではないのですが、大型店に関しましては、大型店

の系列の傘下にあるスーパーマーケットもあります。大規模店の出店傾向というものは直

接聞いておりませんが、ある意味、それぞれのスーパーマーケットから伺った意見として

ある程度察せられるかなと感じております。そちらの方から見ますと、大規模店のこれか

らの著しい進出というのは、札幌に関して言えばもうあまりないのではないだろうかとお

っしゃっていました。 

それから、スーパーマーケットというのは、大規模店の出店のように、場合によっては

退店してまたほかの場所に展開していくような戦略とは違い、どの系列もそうですけれど

も、基本的には地域に根差した店舗展開を考えており、仮に、そこが小さな商圏であろう

とも、なかろうとも、そこにお客様がいる限り、一定の顧客層があればそこに展開したい

という声が総体的だったのかなというふうに思われます。ですから、スーパーに関して言

えば、担う公共とまでは言わないでしょうけれども、これからも地域を支える都市機能の

一翼なのだという自負が強いと、私見になるかもしれませんが、実際に聞き取ってみてそ

ういう印象を感じたところでございます。 

●小林部会長 今の説明でよろしいですか。 

●吉田委員 関連して、いわゆる買い物難民の問題とかいろいろ言われる中で、業界だけ

ではなくて、住んでいる人の声をどういうふうに聞き取るかというのが一番難しい問題で

す。今度、札幌も選挙がありましたが、医療とか社会福祉関係だとどのぐらいのニーズが

あるかというのはここにも出ているのである程度わかります。しかし、そういう市民の意

見を知るということについて、非常に難しいですが、店の側はこういうふうに言っている

けれども、実際に買い物する側の人はどういうふうに思っているかとか、それが一番問題

になるわけですから、その辺はどうなのですか。 

●事務局（計画調整係長） 確かに、委員がご指摘のとおり、今回は、関係団体というこ

とで、いわゆる業界の方にしかご意見を聞いていなくて、お店側から見た顧客の捉え方と

いう一面でしか捉えていません。それがある意味で一つの側面であれば、今そういうふう

に受けとめているところですけれども、確かに、一方で市民が直接見てどうなのかという

部分は、今後、もう少し検討を進めていった段階で、住民レベルでこの案の意見を聞き取

るような機会も設けていかなければならないと思っております。お店の側はそうだけれど
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も、実際に住んで暮らしている側はそう思っていないという部分が側面的にあるかもしれ

ませんので、それはやはりタッチしなければいけないかなと思っています。 

●吉田委員 人口構成が少子高齢化になっているわけですね。今度の選挙でも障がいを持

っている人が立候補したりして、そのときの話でも、そういう立場から見ると札幌市政に

ついてはいろいろ問題があるというふうなことを演説していたわけですよ。それは、その

人の意見だと思うのですが、基本的な傾向として、少子高齢化になって、歩行とか、特に

札幌は冬は凍結しますから、そういうことを考えて買い物や医療機関に通うという問題は

どうなのか。それから、青木委員が、前にも、そういうニーズにこたえるように今までの

施設をもう一遍改良するような需要は結構あるとおっしゃっていました。やはり、人口構

成はこうなっているし、雪国で凍結するとか、いろいろなニーズがあるということを考え

ると、逆に新しいビジネスが出てくるかもしれないのです。そこは非常に大事だと思うの

ですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

●事務局（都市計画部長） 同様の認識を強く持っています。これは、土地利用規制では

なかなか解ける問題ではないので、やはり、地域コミュニティと一緒になって考えていか

なくてはなりません。それは、何度かこの場でもお話しさせていただいているもみじ台で

も、もう４年目になりますが、昔からずっといわゆるサステイナブル・コミュニティをど

うしていこうかということをやっています。 

そういう観点で言うと、札幌の場合は特に郊外部が買い物難民の問題になってまいりま

す。６ページの一番右の（３）ですが、土地利用ではとても解けません。交通問題もあり

ますし、福祉の問題もありますし、地域と一緒にいろいろなことを総合的にやっていくと

いうことは札幌市としてこれから大いに力を入れていかなくてはいけないと、それは当然

の話として考えています。その中で、日常生活の利便性をどう確保するかいうことを見つ

け出していかなくてはいけないと思っています。 

●吉田委員 全くそうだと思いますので、それはぜひお願いします。 

 サステイナブル・コミュニティというのはよく言われるのですけれども、それと連携し

て地域計画、土地利用というものがあると思うのです。実際、人が住んでいるわけですか

らね。 

●小林部会長 今のお話を伺って、前にも似たようなことを話したかもしれませんが、二

つあります。 

 一つは、例えば能登でやっている朝市があります。あれは、朝の時間だけ、商店街の軒

先を借りてやるのです。農村の方や漁家の方が来て、そこで物を売っているのです。それ

から、飛騨の市もそうですね。そして、仮設である時間帯だけです。フランスのマルシェ

もそうです。それから、アメリカでたくさんファンが増えてきているファーマーズマーケ

ットもそうです。つまり、土地利用というのは、場所を固定的に永続的に使うことを前提

にしながらの規制だけれども、人は朝から晩まで買い物をしているわけではないし、ニー

ズが２４時間フラットにあるわけではないので、そういうものに対応する時間的な措置と
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いうことも土地利用の中でどう読み込んでいくのか。例えば、今の法律で言うと、中島公

園で農家の人が来て物を売ることはできません。けれども、都心のあの辺の居住密度は高

くなってきているので、仮に、協議の上で仮設的な土地利用というものを認めるという前

提で、夏の間、朝５時から８時までやりますとなったら随分変わるわけですね。そうする

と、中島公園でそういうことをやるのだったらということで、行啓通の商店街の人たちも

それに参加するかもしれないし、南幌あたりの農家の人が出てくるかもしれません。ある

いは、厚別の広場で南幌の人たちがやるということもあるかもしれません。そういうふう

に、少し時間差というか、多重的に、仮設的にと言うか、そういうことを組み込んでいく

と今みたいなお話が考えられるかなと思ったことが一つです。 

それからもう一つ、最近、我々のようなコンサルタントをやっている連中が札幌に来る

と、必ず狸小路のＨＵＧに行きます。そして、年配の人でしたが、あそこは外国人も来て

いますし、ああいうＨＵＧみたいなものが地域にあると私たちの生活は大分変わるのでは

ないですかという話をしていました。あれは観光を少し意識したマーケットですけれども、

生活を前提にしたＨＵＧみたいなものを純化型郊外住宅地に生活支援と活性化のために考

えるようにすると、では、都市計画的な土地利用としてどういうことを考えればいいのか。

それが、さっき吉田委員がおっしゃったビジネスモデルということになるのではないかと

思うのです。だから、１回、かなりきめの細かい見方をしながら、それをこういう方針の

中でどういうふうに書き込んでいくのか、それが結構大事なのではないかなと思うのです。 

そういうものと、それから、後で住居系が出てきますけれども、住居というと必ずしも

医療、福祉ばかりが大事なわけではなくて、日常のライフスタイルを高めるような交流の

場とか、買い物の場とか、それらが込み込みでなければいけません。ですから、そういう

複合したものをどういうふうにビジネスモデルとして組み立てるのかということは結構大

事になるのではないかなと思うのです。 

これは、青木委員からもご意見をいただければと思うのですが、行政と事業者でやると、

要するに、規制する側とされる側という２項の議論なのです。しかし、青木委員もご一緒

だったと思うのですが、前に高さの議論をしたときに、郊外部で新しいビジネスモデルを

こんなふうに考えられる可能性がある、だから、都市計画的にはこういうことを緩和して

ほしいという話がありました。そういうふうにして、今まで、公共が土地を用意したり、

民間が大規模な土地を用意して、交通で利便性を担保しながら、そこに公営住宅だとかマ

ンションを建ててやりますというビジネスモデルではなくて、民間の人たちのきめの細か

い視点だとかアイデアを入れながらやるのが、特に郊外部の再編にとっては必要だと思う

のですよ。ですから、２項対立ではなくて、札幌ではこんなビジネスモデルを考えません

かと、そういう共通のイメージを民間側と行政側が持ちながら、それを実現していくシナ

リオと規制緩和、誘導の方向というものを１回加えていくといいのではないかなと思った

のです。当然、それに住民がかかわる場合もあるでしょう。創造都市さっぽろですから、

そういうクリエイティブなディスカッションを同時にされるといいのかなと思いました。 
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●吉田委員 全くそのとおりで、ステークホルダーと言った場合、行政といろいろビジネ

スをやっている人たちと、それからもう一つは、やはり住民がいると思うのです。だから、

ステークホルダー会議と言った場合は、普通は住民も入れます。ただ、住民を入れてと言

っても、僕はごみのときにさんざんやったけれども、これは大変なことなのです。町内会

に協力してもらうのだけれども、なかなかうまくいかない。 

 それから、地域ごとにかなり特性があるわけです。前に高齢者はどこに多いという分析

をしてもらいましたが、さらに、所得階層の問題で低所得者層が多いところもあるわけで

す。だから、所得の問題もあるし、年齢の問題もあるし、ステークホルダーの中の住民と

いうものはきめ細かく見ていかないと一概に言えないのです。所得が高い人もそれなりに

いるわけですから、その辺のきめ細かさというものが必要だということが一つです。 

それから、今おっしゃったサステイナブル・コミュニティと、それを支えるビジネスモ

デルというものはあると思います。それは、今やっているものを掘り起こすことも必要だ

し、それから、こういう課題があるのだということを出して、参加してもらうなりやって

もらうということやれば、それこそクリエイティブ・シティ、創造都市になると思うので

す。やはり、こういう方針を出すときには、そこをかなり先進的にやっているものとか、

芽になるものの例を出していくと市民もよくわかるので、できればそういうことが必要で

はないかと思います。 

●青木委員 ちょっとかけ離れますが、今、東北の大震災があって、これから復興すると

思うのですが、先祖はみんな二、三回は大津波を経験しているらしくて、１００年に１回

だからいいだろう、１，０００年に１回だからいいだろうと言っていた人がみんなやられ

てしまいました。 

そこで、今日か、昨日かの新聞でしたが、国の方で新しい５万人、１０万人単位の都市

をつくろうということが出ていました。つくるのはエコタウンですが、５万人、１０万人

といったら結構大きい住宅街ですね。これにすごく興味があって、どういうものをつくる

予定なのかと思っていまして、これは、住宅とか商店街とか、また老人の問題とか少子高

齢化とか、将来、住民が使いやすいように、日本で経験していない都市を相当複合的につ

くってもらいたい、あるいは、つくるのではないかと期待しているのです。 

今、我々がやっているのは、古いでき上がったものをどうするかということが大前提で

すから、これ以上インフラを増やして郊外にどんどん住宅が建つということはあり得ない

ので、この中で使いやすいものということですね。そのとき、今、言われたようにいろい

ろな関係団体の意見も聞くということは、今までなかったので大変いいことだと思うので

す。さらに、住んでいる人たちの意見を聞くと、これは難しいと思うのです。選挙をやっ

て上田さんが勝ったのですが、勝った理由は市民の目線というのが大きい意味だと思うの

ですね。ですから、市長から見ると、吉田委員の意見はすごく貴重な意見だし、我々も尊

重する必要があると思いますが、これを取り入れるのは難しいのではないかなというふう

に思っています。ただ、代表的な人たちに聞くことは大事だと思うので、これからもやっ
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ていただいて結構だと思います。 

もう一つは、商業関係にしても、不動産関係にしても、福祉関係にしても、今聞いた代

表的なものは三つだと思いますが、これはこっちから行って聞いたのですか、集まっても

らったわけではないのですか。 

●事務局（計画調整係長） 商業関係は訪問しています。住宅・不動産関係は、会議所の

結構大きな会議室で聞きました。福祉関係はアンケートですので、調査票を送りまして書

面で書いていただきました。 

●青木委員 福祉はアンケート、住宅は、アンケートではなくて、会議所の住宅・不動産

部会に皆さんが行かれたと。それから、商店街は行かれたのですね。 

●事務局（計画調整係長） 商店街は事務局に行きました。 

●青木委員 そういうふうに聞き方はいろいろ研究していると思うのですけれども、我々

不動産というのは商人ですから、やはり先の動きを読むのです。先を読むというのは、一

般の住民の人たちから聞かない前に、その地区の人たちは多分こういうものを要求してい

るだろうと。商売にならなかったらだめなので、商売になるように要求していることを組

み入れて動きますから、その地区の人たちの意見を聞くまでもなく、その人たちは既に何

らかの方法で情報収集しているのですね。そして、それはかなり高い情報です。なぜかと

いうと、資金も投入するし、商売が駄目だったら倒産してしまいます。倒産はしたくない

ですから、やはりそれなりの情報をとっているというふうに思います。 

 それから、今度の選挙で焦点になっていたのは、路面電車の問題とか、それから、今日

も出ていると思うのですが、南１条通に地下通路をつくって上は車を通さないと言ってい

ます。小林部会長、本当のことを言うと、我々はこれを提案したことはないですよね。な

いけれども、市長の方から出てくるわけです。 

●事務局（都市計画部長） 南１条の商店街推進協議会からは要望書という形でありまし

た。 

●青木委員 だけど、我々の方は検討したことがないですね。これを駄目と言っているの

ではないです。ただ、２００億円近くかかりますから、大きな都市計画の中でそういうも

のが出てくるのが悪いことではないけれども、縦割り、横割りなのか、今後は我々のよう

な審議会にも何か連絡してもらわなければというか、チャンスを与えてもらわないと、そ

っちからも出る、こっちからも出るというのはまずいのかなということが一つです。 

 それから、僕は、これを見ると、我々が考えたに近いアンケートが出ていると思ってい

ます。さすがに、それ以上に細かいことがたくさん出てきてやってよかったなというふう

に思っています。 

 もう一つ、私自身の考えですけれども、実は私は車にあまり乗りませんが、１０年ぐら

い前に買ったカーナビに出てくる地図が古くなったので、今年１月に新しく買ったのです

よ。驚いたのは、道路はもちろん新しくいろいろ載っていましたが、一番びっくりしたの

はコンビニが増えたことです。ばっと出してみたら、古いものにはコンビニがほとんど出
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ていなかったのですが、極端に言うと１０倍ぐらい増えているのですよ。セブンイレブン、

ローソン、セイコーマートもたくさん増えているのです。まちの中を走ったり郊外を走っ

ていくといっぱいお店が出てきて、これは商売の人たちがたくさん増えたということでし

ょう。つまり、買い物難民ではあまり困っていないのではないかなと。例えば、この辺で

も、我々が商売をやるときに入りたいと思ったら物凄い権利金とか敷金が取られるのです

が、そういう２０階建ての高層ビルの１階に空き店舗があると、いつの間にかそこがコン

ビニになってしまいます。コンビニとはそんなに儲かるのかなと思いながら、どんどん増

えていって道庁の前とか中央区にはいっぱいありますし、郊外にもあります。 

こういう社会情勢を見ていると、我々はもっと考えることが必要であり、そういうもの

がないという前提で親切のように考えているうちに、身障者の方がまちまで出てこなくて

もいいぐらいコンビニがいっぱいできてしまいました。もう１００ｍぐらいの間に二つぐ

らいあったりします。また、それで全部が間に合うかどうかはわかりませんけれども、最

近、東京あたりのコンビニは、野菜も肉も小さく１人の生活とか２人の生活ぐらいのもの

を置くようになっていますね。札幌はまだ見ていませんが、だんだん我々よりも先に行く

ようになってきたなということで、我々はもっとよく見て勉強しながら考えるべきかなと

いうふうに感じました。 

 以上です。 

●事務局（計画調整係長） コンビニに関しては、スーパーの業界からも幾つか意見をい

ただいております。青木委員がおっしゃるとおり、コンビニが建つということは、そこで

商売が成り立つから建っているのでしょうけれども、日本語訳するとまさに便利さを売っ

ているわけで、そこでお買い物をする方がいるという意味では買い物難民という部分は現

状では生じていないのかもしれません。しかし、スーパーの方に言わせますと、コンビニ

というのは、ほかに行くところがなくてしょうがないから行っている面があって、お年寄

りの方でも、たくさんある商品棚から商品を選びたいとか、価格的に安いスーパーで生鮮

なものを買いたいということがあるので、やはり、生活利便、買い物難民に対応していく

のはスーパーの方に言わせればスーパーだと。ただ、それが立地できないような土地利用

があれば、そういうところにコンビニが建つという側面もあるのかもしれません。 

●青木委員 スーパーの全国の売り上げと、コンビニを集めた売り上げと、計算したこと

はないでしょう。僕もないのですけれども、多分、コンビニの方がすごくて売り上げは多

いと思いますよ。商品によってもコンビニを利用する数が多くなるし、ひょっとしたらス

ーパーの人たちは、反対にコンビニにやられてスーパーがなくなっていくのではとスーパ

ーの方がコンビニを危険視しているかもしれません。ちょっと見てください。図面を見た

ら本当にびっくりするぐらい増えています。新しい図面が出てきたらコンビニだらけです

よ。だから、売り上げを見たら、多分、コンビニの方が多いのではないかなと思ったりし

ています。 

 もう一つ、その中で福祉の問題などを見ますと、統計的にも、保育所と併合してやれと
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か、コンビニとやったらどうかとか、スーパーマーケットとやったらどうかということを

皆さんは望んでいまして、これは、さっき言ったように我々が考えていたことが正しかっ

たと思っています。そういうことを含めて、今後、行政の方もいろいろ考えていただきた

いし、我々もそう進んでいった方がいいのかなと思います。 

 みんな、住宅を売って便利なところに行きたくても行けないし、お金もないし、また、

長年住んでいるところにいると、そう動きたくないです。しかし、利便性が悪くなるとど

うしようもないということもあります。ですから、我々の業界仲間では、最近の大型マン

ションには、スーパーよりもコンビニを入れて、医療機関を入れて、老人の人たちをねら

って売っていこうと。老人ホームではなく、高齢者の２人住まいとか１人住まいの２ＬＤ

Ｋから３ＬＤＫぐらいのものを入れないとマンションは売れなくなってきました。中央区

の一番便利のいいところは、あちこちにスーパーもあればデパートもあります。ただ、郊

外型になってくると、そういう複合的なマンション販売が今はやっているのですね。です

から、そのときに高さ制限されると効率が悪くて困るのですね。もう一つは、前から言っ

ているように、地下鉄沿線、地下鉄駅周辺は、無制限とはいかないけれども、高い高さ制

限はかなり認めてほしいと思っていますし、その方が市の固定資産税もたくさん増えるの

で財政もよくなるというふうに思います。 

 コンビニは、１回、調べてみたらどうですか。 

●事務局（都市計画課長） 私の浅はかな知識によると、セブンアンドアイとか、今はス

ーパーよりもコンビニの方が売り上げが多くなっていると認識しております。 

 やはり、コンビニが増えたというのも、需要と供給がうまくかみ合って自然にずっと伸

びてきたという経緯があろうかと思います。しかし、行政としては、取り残された方の利

便性であるとか、あまりにもうまくいき過ぎて全体に社会的影響を及ぼすようなところに

ついては制限をかけさせていただいて秩序ある範囲でと、そういうぎりぎりのところの線

引きをさせていただくというようなことかと思います。 

 今回、我々の土地利用計画制度の運用方針の見直しにつながるようなご議論をいただい

ているところでございますけれども、諮問させていただいたもののアウトプットとしては、

我々としてもこればかりが施策ではございませんので、全体としてこういう札幌市の土地

利用のあり方ということをぜひ忌憚なくいただいて、それを今回の取りまとめの中に入れ

て一つの大きな指針として活用できるようなものにしていきたいなと思います。 

 運用方針については、アウトプットとしてできる範囲が決まっておりますので、それは

それで粛々と進めさせていただきますけれども、それ以外の土地利用に関するいろいろな

施策等々も、こういった議論を生かしていくように運用していきたいなというふうに思っ

ております。 

●青木委員 これは、やってすごくよかったのではないですか。 

●亘理委員 地域住民の意見は聞かなければならないけれども、地域住民の意見を聞くの

は大変だという青木委員が最初に言われた話ですが、私も実際にそう思うのです。やっぱ
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り、地域住民と言っても地域はそれぞれバラエティーに富んでいますし、年齢も違います

し、職業も違いますし、それを全部一律に聞くというのは恐らく不可能で、得られるもの

もあまり多くはないのではないのかなという気がします。そういう場合に、地域住民とか

町内会の意見を聞く一つの考え方というのは、実験的な場所、スポットをちゃんと決めて、

集中的に事業者とかお店の人とか、あるいは町内会とか、じかに住民に聞く、そういうや

り方が必要だと思います。逆に言うと、そういうやり方をするために、市の側に一種の戦

略的な計画とか目標がなければ駄目です。その場合、郊外では、まさに高齢化がもう進ん

でいて、周りに商店があまりなくて、買い物難民が出ているとか、逆に、都心部では、商

業施設だけではなくて、福祉施設とか文教施設の需要もあるのではないかと言われたり、

そうした問題を抱えているところを重点的に選んで、そういうところに集中的にさまざま

な人的・物的資源を投入して住民の意見も含めて徹底して調べると、今回はそういう実験

的な手法をとっていった方がいいのではないかなという気がします。 

 もう一つは、今言いましたように、郊外部では、大規模ではないけれども、小規模な商

業施設が必要だとか、逆に、都心部では福祉といったものが必要だとか、伝統的な、用途

地域的な、用途によって区分するという従来型の考え方が必ずしも当てはまらないような

状況が実際に出てきているわけですね。それに対していろいろな対処の仕方がありますけ

れども、一つ伺いたいのは、例えば、１ページの一番右側の一番下の行のひし形のところ

です。「用途地域や特別用途地区が食品スーパー、コンビニエンスストアの出店の障害に

なっている地域がある」という場合、もちろん、これは用途の制限とか建ぺい率、容積率

の制限が想定されているのですが、伝統的用途地域はそれが言えたとしても、特別用途地

区の場合はいわば緩和と規制を組み合わせたような特別規制も可能ですね。札幌市は、今

までこういったものをあまり使っていない。つまり、緩和も含めて、その地域の特性に合

ったようなメニューを用意するというのは今まであまりやってこなかったのかなと、これ

を見てそう思ったのですが、それはいかがですか。 

●事務局（都市計画部長） おっしゃるとおりです。 

 拡大をどう制御するかという形だと、大枠を決めておいて、その中で自由にやってくだ

さいという土地利用規制をやってきました。ただ、これからは、今のお話もそうですし、

いろいろなところでいろいろな需要なり誘導目標なりがあったとき、用途地域なり特別用

途の規制型だけではとても積極的な誘導になりません。ですから、今の我々の作業として

はどういうテクニックでやるかを研究していまして、今までよりももう少し積極的に誘導

していける形の土地利用規制の仕組みをつくり上げていきたいなと思っています。 

今の特別用途で言えば、法律では緩和できますけれども、今のところ大臣認可が必要な

のです。それはやろうと思えばできないことではありませんので、札幌市は使っていませ

んけれども、そういうことも考え始めています。あるいは、地区計画で２段階に決めてお

いて、誘導目標に合うものは厳しい方の基準を緩和しますよと、そういう目標をはっきり

させた土地利用の誘導の仕組みといいますか、場所、場所に応じてそういう展開ができる
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ようにしていきたいと思っています。それは、もちろん、住民の皆さんあるいは権利者の

皆さんとかなり丁寧にお話しした上で共通の目標を持たなくてはいけませんから、そうい

う形でやっていくことが必要だと思っています。 

●小林部会長 今のお話を伺いながら私が二つお願いしたいのは、すぐにできるかどうか

は別ですけれども、一つは、例えばマンションの話が出てきましたね。高さ制限や容積制

限について。でも、札幌市のマンションというのは毎年年間１，０００戸ぐらい供給して

いるのですね。 

●青木委員 そうですね。 

●小林部会長 環状線の内側あるいは郊外部含めて、ストック分というのは何戸あるか、

また、ストック分で例えば３０年経過したものというのは幾つあるのかというと１，００

０戸なんていう問題ではないわけです。それは、これから新築に置きかわるだけではなく

て、それをリニューアルしていくようなニーズの方がずっと高くなると思うのです。です

から、私は、不動産業界の経済活動を考慮する場合も、フローとして出てくる投資、１，

０００戸に対してだけの議論に集約しない方がいいと思うのです。 

 何を言いたいかと言うと、環状線の内側の中で３０年あるいは２５年経過した集合住宅

への再投資、ストックへの投資が極めて重要になってくるということです。私のこれから

お話しする見解の背景は何かというと、二、三カ月ぐらい前からＩＢＭと非公式な勉強会

をやり始めているのです。ＩＢＭがスマートプラネットと言うプロジェクトをやっている

のです。それは日本でもやっていますが、それのブレインはニューヨークです。今は、ビ

ルをスマート化するとか、企業の本社、支店、工場をどうやってスマート化するかとか、

そういうことでとまっているのです。実は、経産省がそれを結構気にしていて、この間、

たまたまそういう話を聞いたのですが、３．１１後、ＩＢＭがニューヨークから東北に人

を送り込んでいるそうです。電力のことだと思うのですが、経産省ベースで東北地域をス

マート化することを考えようとしていて、実は、これは管政権が思いつきのように言った

エコタウンとも多少関係するのです。 

 何を言いたいかというと、札幌市はコンパクト・シティと言って、今言っているのは市

街化を止めますということを言っているだけです。一方で、これから２５％云々というこ

とにこだわるかどうかは別ですが、民生エネルギーの消費量というのは莫大です。特に、

冬期間がありますからね。だから、例えば中高層マンションで考えたとき、環状線の内側

のストック分の改修を前提にしながら、そのスマート化の動きを計画としてどういうふう

に取り組むのかということが私は結構大事だと思うのです。つまり、姿形の規制緩和だけ

ではなくて、エネルギーということも含めながら、いかにスマート化するのか、それと事

業と商業の分布をどうするのか、医療の分布をどうするのかということを絡め合わせなが

ら、既成市街地の集合住宅のスマート・シュリンク化というか、それをどう考えるのかと

いうことを都市計画的に少し考えておく必要があるのではないかなと思います。 

そして、これは都市計画になるのかどうかはわかりませんが、札幌市の構造で言うと、
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多分、都市計画の方からそれを言わないと、環境の方からは絶対にそういう話は出てこな

いと思うのです。ですから、非常に莫大な成長をしてきた時代の積み残し分のストックが

あるので、ほかの領域も含めながら、それを都市計画的にどういうふうに考えていくのか。

私は幾つかのモデルが存在すると思いますが、ぜひそれを考えてほしいなと思います。こ

れは、今回のことではなくて、継続してやっていく議論に加えていただければと思います。 

そうすると、例えば、電気事業者とガス事業者は、多分、これからの生き残りを考えて、

大雑把に言うと都心、既成市街地と郊外で戦略を分けると思うのです。既成市街地に関し

ては、ガス事業者と電気事業者が競争しながらどういうふうに全体のコストを下げていっ

たりスマート云々ということに協力できるのかと。これは物凄く大きなモデルというか、

残された領域だと思うので、それを少しストレッチしてほしいなと思っています。 

 それから、二つ目は、これを審議会で説明したときに必ず質問が出てくるだろうなと思

うのは防災の話です。皆さん、今回はすごくショックでしたから、それとこれをどういう

ふうに結びつけるのですかという質問は必ず出てくると思います。ただ、なかなか難しく

て私も頭の中で整理できておりません。この間、札幌市は地域防災計画をつくり直しまし

たが、都市計画とつながっていないのですね。ですから、その辺を少し理論武装していた

だければと思います。 

私の感覚で言うと、札幌市の場合、災害は地震と水害ですよね。地震は活断層が幾つか

あっていろいろあるけれども、水害になったときに破堤する豊平川の場所ははっきり特定

されていますね。あれが破堤したら１５分くらいで地下鉄が全部駄目になるわけです。そ

うしたときに、どこが防災サービスの拠点というか、１００何万人の都市の防災のネット

ワーク、モビリティはどこを確保するかといったら、地下鉄は駄目、国道も駄目、どこだ

といったらにっちもさっちもいかなくなる。それは交通ばかりではなくて、かなり都市計

画的なことにもなるだろうと。でも、それを確保することが水害の場合は最低限必要で骨

格として残すものですが、それは今の札幌にはあるようでないのです。総合交通計画の人

たちは、全くそういうステージでは考えないのですが、その辺をこれから考えなくてはい

けないのではないかなと思うのです。 

すぐにはそこまでは行かないですが、審議会でこの説明をしたときに、では、防災とい

うのはどういうふうに土地利用と絡めるのですかという話は、多分、どなたかから出てく

ると思うので、理論武装をしてください。 

●青木委員 どなたではなくて、みんなから出てきますよ。みんなショックを受けていま

すから。 

●吉田委員 今の話に関連して二つあります。 

一つは、スマート・シティに関連してドイツなどではずっと調査をしてきていますが、

一つは家の断熱に関して、今は既設のものの断熱をいかに強化するかということでやって

います。デンマークもそうですが、そこに条例をつくって、新設は厚さ３０センチのもの

を入れろとか、強制的にやりますけれども、既設のものをどうするかでもめているわけで
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すね。オーナーに対して義務を課されると物凄く投資をしなければいけない、しかし、既

設の断熱をいかに強化するかというのは温暖化対策の一番大きな柱です。また、建設業界

にとっては大きな投資になりますから、住宅の断熱をどうするかというのは非常に大きな

テーマであるということが一つです。 

 それから、もう一つ大きいのは、ガス、電気も含めたいわゆる総合的なエネルギー利用

ということです。日本の最大の問題はガスと電気が別になっていて競争していますが、大

体ヨーロッパの場合は、ドイツのベルリンでもそうですけれども、地域ごとにガス会社と

電気会社が完全に協力して、そこでエネルギー供給計画を立てて地域暖房を使うと、そう

いうネットワークをつくって長年ずっとやってきております。 

 北海道は、条件的にはまさにそういうことをしなければいけないのだけれども、それが

できていない。私は前からそのことを電力会社やガス会社にも言っているけれども、縦割

りで直らない。しかし、今度の地震の問題で日本のエネルギー供給計画をどうするかとい

うことは見直さざるを得なくて、北海道電力も次のステップで天然ガスを使った発電所を

考えています。そこで、私がいつも言っているのは、札幌の近くに中規模の天然ガス火発

を置いて発電しながら熱を使うことも考えるべきだと。これは、ロシアのウラジオストッ

クでもやっているのを見ましたし、北欧もドイツもみんなやっています。何で、日本でで

きないのかと。技術はもちろんあるのに、制度上、縦割りなのですが、これは行政と都市

計画の問題になるのです。また、家を建てるときにも熱供給のパイプを通せるかどうかと

いうのは、熱パイプの設定の仕方によるわけですが、特に、温暖化対策をやりながら、か

つ住みやすい暖房をつくっていくというのは、お金もかかるけれども、長期の構えが必要

で、その辺のことは、都市計画だけではなく、エネルギーにもかかわるし、本当に総合計

画になると思います。ですから、そこは、すぐにできなくても、問題提起というか、まさ

にこの時期は熱エネルギー供給をどうするかということが日本において問われているわけ

ですから、それをぜひやっていただきたいと思います。 

 それから、小林部会長がおっしゃった防災の問題は、先ほど青木委員が言われたように、

地下鉄の近くにすごく高いマンションを置くと。それはその限りでいいのだけれども、防

災上、大丈夫かというので地震対策だと。それから、小林部会長がおっしゃったように、

札幌の場合は水害で豊平川の問題があります。だから、実際のリスク解析をやって、本当

に堤防を補強するのはどれぐらいのコストがかかるのか、あるいは、ハードだけではなく

てどういう対策をとったらいいかというのはやっぱり問題提起しなければいけません。地

震の場合でもリスクはあるわけです。その辺について私はよくわかりませんけれども、こ

ういう機会でなければ日本全体が動かないのですよ。幸い、北海道全体は軽微な被害で済

みましたけれども、全国的にはそういう見直しがかかるので、ぜひやる必要があると思い

ます。 

●愛甲委員 話を戻すようで申しわけありませんが、住民の意見について、私も実際に都

市計画の見直しをやって、商店で買い物をしたり住宅を購入したり、直接、影響を受ける
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層の意見というのは大事だと思うのですが、聞くのはなかなか難しいとは思います。ただ、

パブリックコメントが夏ごろに予定されていますね。それが一つの機会になるだろうし、

亘理委員が言われたように、どこか地域を決めてということもやった方がいいのかなと思

うのです。 

しかし、商工会議所の意見のトップにあるように、方向性の段階で反対することはない

けれども、具体的にどうなるかわからないと、なかなか意見が言えないということは皆さ

んも思われるだろうと思います。専門家の方でもこういうふうにおっしゃるので、市民に

パブコメをやりますよと言ったって、ただでさえパブコメというのはなかなか意見を出し

にくいところがあるので、今回は、その辺のＰＲと、できるだけ内容を具体的に、今回の

方針の見直しが市民の生活にどういう影響があるのかというようなことを丁寧に説明され

ながら意見を集めると少しはいいのかなと思います。 

 もう一つ、アンケートの結果について質問ですが、土地利用制限について、これまで不

都合がなかったですかというような項目が商業系と医療・福祉系のそれぞれにあったと思

います。これについてどういう回答があったか、もしわかれば教えていただけませんでし

ょうか。例えば、商業系だと、Ｑ３で、これまで立地したときに土地利用制限で制約を受

けて支障になったことはなかったかと聞いていらっしゃいますね。 

●事務局（計画調整係長） 今日の資料の方では取り上げていませんけれども、用途に対

する自由意見ということで幾つかいただいております。 

 商業者側からは、特別用途地域、特に職住共存地区という指定がありますが、土地の有

効活用、近隣の利便施設をつくるのにそれが障害となっているので廃止すべきであるとか、

それから、スーパーの単独出店に対して３，０００㎡で縛っていますけれども、それがか

えって出店の制約になっているというようなご意見もありました。それから、大規模商業

施設の制限をテーマとして打ち出して説明してきたのですが、申し上げたように、既に市

場動向としてそういうトレンドがないようなこともあるので、むしろ、そういう制限はこ

れ以上しなくてもいいのではないかとかいう意見もありました。 

それから、コンビニに関しては、調整区域だとか工業専用地域であっても、働く方がい

る限りコンビニ的ニーズがあるとか、それから、第一種低層住居専用地域を指定している、

戸建住宅地のところで、それがべたっとあってコンビニすら建たないところではコンビニ

の出店が必要ではないかというような意見が幾つか上がってきております。 

●吉田委員 経済学者でコンビニをどう見るかということでいろいろ議論がありますけれ

ども、一つはっきりしているのは、要するに、流通、生産でもできるだけストックを置か

ずにコストを下げるということでやってきています。しかし、今回のことで非常にはっき

りしたのは、あっという間に水がなくなったりしましたね。要するに、核家族化で非常に

狭くなっていて、水や冷凍食品を含めた食材も含めて、やろうと思えばできるのに、スト

ックをできるだけ少なくする形でみんなが動いているわけですね。私は田舎に住んでいる

ものですから、冷凍冷蔵庫を１台別に置くとか、水も箱で買っているとか、缶詰も置いて
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いたりしていますが、そういうことをやっている人は非常に少なくなっています。ですか

ら、日常品も含めて、基本的にストックがないということなのです。その限りでは便利な

のだけれども、結局、高いものを買っているわけですよ。それは、やっぱり余裕がなくな

っているということとも関連しています。 

本当ならば、ストックを置いてある程度回していく、トイレットペーパーも含めてです

ね。今までそういうスタイルをかなりとっていたけれども、核家族化が進んで、それがか

なり崩れてきています。ですから、結果としてコンビニは高いのですよ。結局、コンビ二

も基本的にはスーパーの分岐ですから、つまり、セブンイレブンにしてもローソンにして

も資本系統があって、そのもとがいて、彼らは消費者行動を見ながらコンビニ出店戦略を

とっているわけです。つまり、そこはコンビニ対スーパーではなくて、総合的な販売戦略

の中で、基本的にはそういうふうにきめ細かく配置した方がいいし、そっちの方が売れる

と。ですから、基本的には個人の生活スタイルが変わっているのです。核家族化してそん

なにストックを持てないようになっている、そういうふうに動いているということです。 

私は、これは決していい方向ではない面もあると思うのです。だから、緊急事態になっ

たり災害になると、みんなが駆けつけてあっという間に物がなくなります。本当なら家に

置いておけば大丈夫なようなものも、置いておかずに買いに行くわけです。ですから、そ

こは生活スタイルの変化だというふうに見なければいけないと思います。 

 それからもう一つは、住民の意見をどう聞くかということですけれども、地域を限って

問題設定をしていくことが一つと、それから、先ほど申し上げたように、障がい者団体も

ありまして、視力が弱い人たちはどうだとか、心の方の人たちはどうだとか、みんな悩み

を持っているし、要望も持っているわけです。そういうことは、地域ではなくて、いろい

ろと団体を探せば必ずありますから、そういう人たちの意見をそれなりに聞かなければい

けないと思います。 

 今度の選挙でも、北大の公共政策大学院にいる人が立候補して落ちましたけれども、彼

の演説を聞いていると、今、何が問題なのかがわかるわけです。視力障がい者から見ると

まちのつくりがおかしいとか、こうしてほしいとか、みんな要望がありますから、やっぱ

りそういうことは聞かなければいけないと思います。少子高齢化すればみんなそういうふ

うになるわけですから、探せば必ず関係の団体があるし、それをきめ細かく聞くべきだと

思うのです。病院関係でも、例えば北大病院へ行くといろいろな患者グループの団体があ

って、そういう集まりを持っているというのが掲示板に出ています。そういうのを探して

聞けばある特定の分野がわかります。２００万人いるから、それはすごく多様ですけれど

も、それを聞くことはすごく意味があると思うのです。 

ですから、実験的に、ある地域を限って問題意識をはっきりさせて聞くことと同時に、

ある特定の問題なり要望を持っている人たちの意見を聞くというのは、聞けるし、聞くべ

きで、それは決して損にはならないし、意味があると思います。 

●愛甲委員 今言われた特定の層を聞くということで、障がい者の方もそうですが、私が
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必要だと思うのは子育てですね。少子高齢化ですけれども、逆に言えば少子高齢化を逆転

させるためには、これからどんどん子どもを産んでもらって、札幌を子どもを育てやすい

まちにしていかなければいけません。保育所の立地のこととか、学校のことも含めて、そ

ういう層に聞く機会があった方がいいと思います。 

●吉田委員 保育所問題はすごく要望があって、それは政策との関係があるわけです。 

●小林部会長 今、最後に吉田委員と愛甲委員が言われたことはとても大事だと思うので

すけれども、札幌市がやってきていないわけではないのです。ですから、例えば、中高層

のマンションの話だとか、地下鉄の話だとか、公園のつくり方とか、かなり開いてやって

きています。ただ、やるときは原局ですね。だから、そういう情報というのは原局が物凄

く持っていると思うのですけれども、原局でそういうふうに議論してきた中で、個別の案

あるいはまちづくりに対して住民の方たちがどういうふうに意見を持っているのかという

のは、行政のシステム上、必ずしも計画部局に反映されていないと思うのです。区もそう

ですが、原局の方たちは莫大な情報を持っていらっしゃいますから、それをどういうふう

にして集めて意味あるものにするかということを同時にやっていただくといいのではない

かなと思います。 

●事務局（計画調整係長） 関係団体との意見交換とも並行して、もちろん庁内の関係部

局との調整も進めております。障がい者団体の関係では保健福祉局であるとか、子育ての

関係では子ども未来局という組織もあります。社会福祉分野の原局も含めて、経済あるい

は農業、それから開発部門の都市局ですね。そういう主立ったところもメンバーに入れな

がら、この案については並行して意見を伺ってきているところです。もちろん、こちら側

から用途地域等についての考えを説明している面が主体になりますけれども、その点につ

いて、各所管局のそれぞれの施策の面からどういうニーズがあるかとか、ご意見を承りな

がら進めております。 

 ただ、実感としては、各部門の施策に対して、土地利用としてダイレクトにこうすべき

というふうな直接的意見はすぐには出ないです。また、こちら側からの投げかけもまだ十

分ではないのかもしれませんけれども、両施策が十分に連携し合っているかといったらそ

こまでにはなっていません。ただ、今回、まさに土地利用のあり方の（３）ということで

他施策と連携して取り組んでいくという形にしており、土地利用だけでなくそういう部門

ともやっていくという投げかけはしておりますので、これからの庁内の調整で課長、部長

と上げていく中で、もう少し他施策との関係の仕上げをしていきたいなと思っております。 

●小林部会長 施策に置き直したものを施策としてどういうふうに包括するかという話も

そうなのですけれども、要するに、市民の意見というものは、原局が現場に行ったときに

必ず通ってきているのですから、それをどういうふうに計画部局が整理するかということ

だと思うのです。 

 ですから、福祉の方が担当している施策のプロセスの中から、土地利用、都市計画的に

こうしてほしいのですとは言えないと思うのです。言えないというのは、力関係という意
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味ではなくて、都市計画というのは翻訳してあげなければいけないわけですから、こちら

からお話をいろいろと聞いて、それを都市計画マターとしてどういうふうに置き直せばい

いのかというのはこちらの問題だと思うのです。繰り返しになりますが、それは上田市長

以前も含めてデータが莫大にあると思うので、うまく活用してほしいと思います。 

というのは、あるとき、大通公園にトイレをつくるという話になって、身障者の方のグ

ループがいろいろあっていろいろ議論をしました。結局、それを整理した身障者グループ

のリーダーの方がいて、やれることとやれないことがあると。つまり、私たちは無限に要

求することができるけれども、それは応分のものというところがあるだろうと。それで、

両方で大人の会話をしなければいけないですねという答えになったのです。 

●吉田委員 今の話で、私の理解では、日本全体の問題ですけれども、行政は縦割りが非

常にあって、全体として力が落ちているのだから、いかに連携するかなのですよ。そこは

知恵の絞りどころなのです。ところが、今の政権はそれがうまくできなくて危機にも対応

できない。それで、会議ばかりいっぱいつくったり、何とか補佐とかいっぱいつくったり

しているけれども、動かないわけですよ。今の危機というのはまさに司令官という者がい

て、全体の局面を見て一番大事なところを押さえてつながりをつけさせなければいけない

わけです。行政だけでは何もできない部分もありますが、先ほど言ったようにエネルギー

だったらガス会社と電力会社と行政は協力しなければいけないし、その鍵は都市計画にあ

るのですね。ですから、ある特定の分野で、縦割りではなくて連携をつくるようないろい

ろな取組ができるし、やらなければいけない。それから、行政の中でも連携して、まさに

小林部会長がおっしゃったように翻訳をしなければいけないわけです。ここでこう言って

いることは、実はこういうことなのだというのは、それぞれの担当部局が理解して、これ

はこういうことだ、意味があるというふうにやっぱり翻訳をしなければいけないけれども、

連携してほかのところのことも知っていると。それは、調整部局なり市長がイニシアチブ

をとることが大事なのです。 

去年、北大の提携校があるのでアメリカのオレゴン州のポートランドに行って、１カ月、

授業をやりながらいろいろなところを見ましたけれども、一番感心したのは、ポートラン

ド市がサステイナビリティ部局というものをつくっていたことです。要するに、環境部局

と企画部局を一緒にしてしまって、二酸化炭素の削減をやりながら住みやすいまちをつく

るのだということで、市長が全部そういうふうにセットしたわけです。もともと行政機構

はそんなに大きくないですが、私も市長に会っていろいろと話を聞きましたけれども、非

常に強力なイニシアチブでそれをやったわけです。 

上田市長が再選されましたが、その辺は上の方の判断が大事なので、その上で個々の部

局が連携すると。札幌は、依然として財政危機だし、世の中がこういうふうになってくる

と一層厳しくなるけれども、だからこそ知恵を絞って連携していくことがますます大事だ

と思います。これは、市長とか、そちらの話になりますけれども、それはそれでこういう

意見が出たということはぜひ言ってほしいと思います。 
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●亘理委員 他部局との連携とか、ほかのいろいろな政策との連携を考えると、やっぱり

公共交通をどうするかという問題は常に考えなければならないと思いますが、今回のこれ

は土地利用のあり方でもともと用途地域の見直しの関係ですから、入っていないというこ

とはよくわかります。それから、これは都心と高度利用住宅と郊外というふうに地域ごと

にわけていますから、都市空間全体の交通網をどうするかというのは視点から漏れてしま

うということがあると思います。これは、最初から土地利用のあり方ですからある意味で

しょうがない面がありますけれども、関連部局に対するアピールという意味でも、どこか

で触れる方がいいのではないかなと思います。最終的にそれが占める比重というのはすご

く大きいのです。地下鉄の駅周辺の住宅地をどうするかとか、そういう場所で商業施設、

福祉施設と住宅の組み合わせをどうするかとか、いろいろ考えた場合、やっぱり公共交通

網との関係は欠かせない論点です。そういった意味では、今回の土地利用計画等の直接の

対象ではないけれども、しかし、常に潜在的に考慮に入れなければならない論点ですので、

何らかの形でそれに触れること自体が重要ではないかなという気がいたします。 

●事務局（計画調整係長） 関係団体の中でも、ご指摘のありました交通との関係はとい

うご意見は確かにありました。他施策と言っていますけれども、とりわけ交通施策と都市

計画の関係は、密接と言うよりも完全にほぼ一体のものだと思います。線と面の関係とい

いますか、確かに、この部会ではあまり交通網そのものを主体に議論していないので書き

込み切れない面もありますが、都心の（３）のところに多少書き込んだところもあります。 

 それから、全体的なことに関しては、市街地としてエリア分けをしているのでなかなか

書き込みづらい面は確かにあります。また一方で、今、総合交通計画部において札幌市の

総合交通計画という基本計画を策定中でして、当然、我々も参画しておりますので、まさ

に、今、我々がやっている土地利用のあり方の部分とすり合うというか、同じ足並みで総

合交通計画の方にも反映していくことがいいのかなと思っております。 

●事務局（都市計画部長） 蛇足ですけれども、おっしゃるとおり、交通と土地利用とい

うのはずっと一体で都市全体の構造を考えてきております。課長も係長も交通計画の人間

で、もともとそちら側の人間ですが、私はずっと土地利用の人間で、それで議論をしなが

らさらに深めていきたいと思っています。 

●事務局（都市計画課長） こうやって議論をしていれば意識をしているということがわ

かると思うのですけれども、それがわかるような例示なり、そこは工夫して漏れはないよ

というようなことを考えていきたいと思います。 

●亘理委員 本体は地域ごとの区分ですから、それはそれとして、最後に残された課題み

たいな形で、総論的、横断的な問題としての重要な項目ということで触れる形で残してお

くことも重要ではないかなという気がします。 

●愛甲委員 交通のことではないですが、今、四つに分けてありまして、一個一個、課題

と問題がはっきりして考えやすいは考えやすいのですけれども、まちとして考えた場合は

それぞれが連携し合っているのです。先ほどの住宅の立地の問題などを考えても、都心の
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方は高いものを建ててもいいみたいな意見があったりしたのも、ちゃんと高度利用住宅地

があって、その背後に郊外住宅地があって、郊外住宅地からアクセスしやすい高度利用住

宅地があってこそ初めて成り立つというか、すべてを郊外住宅地でやろうとなると、それ

はコンパクト・シティという考え方からずれていくと思います。ですから、四つの地区の

関係みたいなことも、交通のことも含めて、どこかできちんと押さえておかなければいけ

ないのかなと、亘理委員のお話を伺いながら思いました。 

●事務局（都市計画部長） ここ何回か各論に入ってきているので、そこを一々確認して

いませんけれども、もともと、都市計画マスタープランがあり、その前に４次長総という

ものがあり、その中でパート・パートの関係があり、それから、土地利用と交通の関係と

いうものもあって都市の全体構造として描いています。その中で今回やろうとしているこ

とは、今日的な状況で修正すべきことがあるのではないかという論点で、各論に入ってき

ているものですから、これから市民の方にご説明なりパブコメをしていく段階で、おっし

ゃるとおりそれがわかりづらくなっている面があると思います。ですから、そこは、全体

の姿を見せながら、その上で各論として今回こういうことをやろうとしているというわか

りやすいプレゼンテーションが必要だと思っています。 

●小林部会長 ほかにいかがですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●小林部会長 今、最後の話に出たプレゼンテーションというのは誰にするプレゼンテー

ションかよくわからないけれども、それはまた違うものが出てくるというふうに理解をす

ればいいのですか。 

●事務局（都市計画部長） これからの工夫ですけれども、パブコメのときに、この文章

だけを見ても多分わからなくて、そこはわかりやすい形で工夫したいと思います。 

●小林部会長 誰につくってもらったか忘れましたが、例えば、札幌市が成り立って１０

０年間どういうふうにしてきた、そこでいつの時点でどういう投資がされていたのか、そ

して今どんな問題を抱えているのか、そういうことがあって今どうしなければいけないの

かということがないと、一般の市民の方は都心と既成市街地と郊外の区別をしていないで

すからね。成り立ちと投資と課題と、それから将来の投資額と課題も全然違うわけですね。

その辺を整理してあげる必要があるかなと思って今お話を伺っていました。 

 では、これから後の進め方も含めながら、最後に事務局の方でまとめてください。 

 

  ４ 閉  会 

●事務局（都市計画課長） 今日いただきました貴重なご意見につきましては、私どもが

持ち帰ってまたお示ししたいと思います。 

 本日は、長時間にわたるご審議をいただきましてありがとうございます。 

 次回の部会の開催につきましては、５月中旬を予定しておりますけれども、具体的な時

期についてはまだ決めておりませんので、改めて、別途、ご連絡を差し上げたいと考えて
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おります。 

 それでは、以上をもちまして第５回土地利用計画検討部会を終了いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

以  上 

 

 

 

 

 


